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災害時基本方針

災害時は速やかに周囲の状況を確認及び薬局機能の復旧を行い、地域住民を

医薬品難民とさせないことを第一優先とする。

また、行政や医師会・歯科医師会などの関連団体との連携ネットワークを整え、

薬剤師会はその中で、「医薬品の供給と服薬支援の司令塔」として機能できる

体制を整える

1.医薬品ライフラインを維持すること

2.会員薬局の安否・稼働状況を把握し、地域医療を支える拠点を確保すること

3.患者の継続治療を切らさないための緊急調剤・服薬支援を行うこと



災害時に最も困るのは、医薬品と情報の不足

薬剤師会が抱える問題

〇 会員薬局の安否・開局状況がすぐに把握できない

〇 医薬品在庫がどの薬局にどれだけあるのか見えていない

〇 患者がお薬手帳を紛失しているケースが多い

〇 医療機関が機能しておらず、処方せん発行がされない







医薬品情報の可視可

もともとの導入理由は、薬剤師

会内での医薬品流通を活発化す

ること。

不動品の売買や不足薬の検索に

利用。



本部機能を利用し、地域の医薬品集の作成が可能
（各会員の承認が必要）



災害時の薬局稼働状況確認
災害時に各会員が被災状況を登録することで、安否確認、薬局稼働状況を把握



お薬手帳の啓蒙活動

災害時にインターネット環境が機能しなくなり、患者
の使用薬剤情報が見られなくなる可能性も高い。
3.11の時にもお薬手帳が活躍したように、やはり紙
ベースでの情報保持も必須。

摂津市薬剤師会ではマイナンバーによる薬剤情報把握
を進めるとともに、お薬手帳の活用についても引き続
き地域住民に情報提供行っていく。



災害時の薬剤交付

災害時には医療機関が機能停止している可能性も高いため、医師不在時は災

害時医療の特例に従い服薬支援や薬剤選択を実施する

４ 処方箋医薬品（法第49条） 令和６年能登半島地震による災害の被災地の患者
に対する処方箋医薬品の取扱いについては、「薬局医薬品の取扱いについて」
（平成26年３月18日付け 薬食発第0318第４号厚生労働省医薬食品局長通知）の
第１の１の（２）①に示したとおり、法第49条第１項の規定における「正当な
理由」に該当し、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の交付
が困難な場合において、患者に対し、必要な処方箋医薬品を販売又は授与する
ことが可能であること。なお、薬剤服用歴、お薬手帳及びマイナンバーカード
等を活用し、患者の服薬情報を確認するよう、努めること。

令和６年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて



災害時などの緊急時には、薬剤配布含め

様々なことが煩雑になりやすい。

予め配布表を作成し、誰に何が渡ったの

か正確に記録するようにする。

医師会と連携し、かかりつけ医から後日

処方せんを発行してもらう。

No. 住所日付 電話番号 数量医薬品名性別生年月日氏名
薬剤師署署名

捺印規格



今後の取り組み

〇 平時からの訓練、運用ルールの整備

・年1回の安否確認訓練

・データ更新義務化

・行政・医師会等、関連機関との共同訓練

・会員・非会員の垣根を超えた連携

〇 三島ブロック薬剤師会でのシステム連携

・医薬品情報を広範囲で共有

・被災状況を広範囲で共有

・ブロック内相互応援の仕組み構築

〇 地域住民への活発な情報発信

・行政との連携により、災害時の薬剤師会の役割を発信

・店頭でお薬手帳の啓蒙継続

・健康まつり、健康フェア開催


